
「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」を
ご
利
用

く
だ
さ
い　
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障
害
が
あ
る

方
に
は
、一
見
、

障
害
が
あ
る
こ

と
が
分
か
り
に

く
か
っ
た
り
、

困
っ
て
い
る
こ

と
を
う
ま
く
伝

え
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
方
が
い

ま
す
。
一
方
で
、
地
域
な
ど
か
ら

は
「
ど
う
支
援
し
て
よ
い
か
分
か

ら
な
い
」
と
い
う
声
を
耳
に
し
ま

す
。
こ
う
し
た
お
互
い
の
問
題
を

解
消
す
る
た
め
、
本
市
で
は「
ヘ

ル
プ
カ
ー
ド
」を
作
成
し
ま
し
た
。

支
援
が
必
要
だ
と
思
う
方
は
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象：
市
内
在
住
で
支
援
が
必
要

だ
と
思
う
方
な
ら
ど
な
た
で
も　

使
い
方：
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
カ
ー
ド
様

式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事

項
を
記
載
の
上
、
携
帯
す
る　
そ

の
他：カ
ー
ド
は
市
地
域
福
祉
課
、

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
、
渥
美
支

所
、
田
原
市
障
害
者
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
で
も
配
布

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
６
９
７

23‐３
５
４
５

カ
ラ
ス
の
巣
作
り
に
よ
る

停
電
防
止
に
ご
協
力
を

　
毎
年
２
～
５
月
は
、
カ
ラ
ス
の
巣

作
り
時
期
で
す
。
カ
ラ
ス
は
、
巣

作
り
に
金
属
製
ハ
ン
ガ
ー
な
ど
を
使

う
こ
と
が
あ
り
、
電
柱
の
上
に
巣

を
作
る
と
、
漏
電
や
短
絡（
シ
ョ
ー

ト
）で
、
広
範
囲
な
停
電
を
発
生
さ

せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

▪
停
電
防
止
の
た
め
の
お
願
い

・
金
属
製
ハ
ン
ガ
ー
・
針
金
な
ど

を
放
置
し
な
い

・
鉄
塔
・
電
柱
に
カ
ラ
ス
の
巣
を

発
見
し
た
ら
、
中
部
電
力
へ
連

絡
す
る

▼
中
部
電
力
㈱
田
原
サ
ー
ビ
ス
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

０
１
２
０（
９
８
８
）３
２
８

令
和
２
年
度
田
原
市
観
光
事

業
者
等
提
案
事
業
補
助
金

　
　
　
　

１
０
０
２
１
１
４

対
象：
市
内
在
住
ま
た
は
事
業
所

が
あ
る
個
人
お
よ
び
事
業
者
が
3

名
以
上
で
組
織
す
る
団
体　
対
象

事
業：
観
光
誘
客
や
シ
テ
ィ
セ
ー

ル
ス
の
促
進
の
た
め
の
催
事
、
観

光
客
の
利
便
向
上
や
観
光
に
関
す

る
人
材
育
成
の
た
め
の
調
査
、
研

究
お
よ
び
研
修
な
ど　

募
集
期

間：４
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

採
択
決
定：
５
月
中
旬　

事
業
開

始：
補
助
金
交
付
決
定
後　

そ
の

他：
事
業
実
施
の
詳
細
は
３
月
23

日（
月
）以
降
、
市
Ｈ
ｐ
に
て

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
商
工
観
光
課

☎
23‐３
５
２
２

22‐３
８
１
７

寄
付

　
次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま

す
。

▼
12
月
11
日
、
匿
名
希
望
の
方

か
ら
社
会
福
祉
の
た
め
、
白
米

１
５
０
㎏
。

税

固
定
資
産
税
に
か
か
る

閲
覧・縦
覧

１
０
０
０
０
１
８

▪
令
和
２
年
度
固
定
資
産
課
税
台

　
帳
の
閲
覧

閲
覧
場
所：市
役
所
税
務
課

閲
覧
お
よ
び
記
載
事
項
証
明
の
期

間：
４
月
１
日（
水
）か
ら
／
土
・

日
曜
日
、
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

を
除
く
／
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分　

対
象：
①
固
定
資
産

税
の
納
税
義
務
者（
代
理
人
含
む
）

②
土
地
や
家
屋
に
つ
い
て
賃
借
権

（
対
価
が
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限

る
）な
ど
の
権
利
を
有
す
る
方
③

固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を

有
す
る
一
定
の
方（
閲
覧
お
よ
び

記
載
事
項
証
明
は
、
対
象
者
に
か

か
る
固
定
資
産
の
内
、
権
利
の
あ

る
土
地
や
家
屋
に
限
る
）　

持
ち

物：【
本
人（
同
居
親
族
を
含
む
）】

運
転
免
許
証
・
納
税
通
知
書
・
個

人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
本
人
確
認
で

き
る
も
の
【
代
理
の
方
】
委
任
状

と
運
転
免
許
証
な
ど
代
理
人
自
身

を
確
認
で
き
る
も
の
【
借
地
・
借

家
人
の
方
】
権
利
関
係
を
示
す
書

面
と
運
転
免
許
証
な
ど
借
地
・
借

家
人
自
身
を
確
認
で
き
る
も
の

【
法
人
従
業
員
の
方
】
法
人
の
代

表
者
印
を
押
印
し
た
委
任
状
と
従

業
員
証
な
ど
従
業
員
自
身
を
確
認

で
き
る
も
の

▪
土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

　
帳
簿
の
縦
覧

　
納
税
者
が
自
分
の
土
地
・
家
屋

の
価
格
と
近
隣
の
土
地
・
家
屋
の

価
格
を
比
較
で
き
ま
す
。
縦
覧
は

無
料
で
す
。

縦
覧
場
所：
市
役
所
税
務
課　

縦

覧
期
間
：４
月
１
日（
水
）～
６
月
１

日（
月
）／
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
／
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分　

対
象：
市
内
に
所
在
す

る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納

税
者（
代
理
人
含
む
）　

持
ち
物：

【
本
人（
同
居
親
族
を
含
む
）】
運

転
免
許
証
・
納
税
通
知
書
・
個
人

番
号
カ
ー
ド
な
ど
本
人
確
認
で
き

る
も
の
【
代
理
の
方
】
委
任
状
と

運
転
免
許
証
な
ど
代
理
人
自
身
を

確
認
で
き
る
も
の
【
法
人
従
業
員

の
方
】
法
人
の
代
表
者
印
を
押
印

し
た
委
任
状
と
従
業
員
証
な
ど
従

業
員
自
身
を
確
認
で
き
る
も
の

審
査
申
出
期
間：
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に
関
す

る
審
査
の
申
し
出
は
、
４
月
１
日

（
水
）か
ら
、
納
税
通
知
書
の
交

付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
３
カ

月
を
経
過
す
る
日
ま
で

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０
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